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１ 給料表の改定（令和７年４月１日に遡及） 

  ◇民間給与との格差から、若年層に重点を置きつつ、その他の職員も給料月額を引上げ 

  （全体平均 3.3％） 

  ◇定年前再任用短時間勤務職員も各級の改定額を踏まえ、給料月額を引上げ 

 

２ 期末手当及び勤勉手当率の改定 

  ◇民間の支給割合との均衡を図るため、年間支給月数をそれぞれ０．０２５月分引上げ。 

  ◇引上げ分は期末手当及び勤勉手当の支給月数に反映。 

 

（一般職） 

 ６月期 １２月期 計 

令和７年度 期末手当 

勤勉手当 

1.2500 月(支給済み)

 1.0500 月(  〃  )

 1.2750 月(現行 1.250) 

 1.0750 月(現行 1.050) 

2.5250月(現行2.500)

2.1250月(現行2.100)

 合  計  2.3000 月(  〃  )  2.3500 月(現行 2.300)  4.6500月(現行4.600)

令和８年度 

以降 

期末手当 

勤勉手当 

1.2625 月(+0.0125) 

 1.0625 月(+0.0125) 

1.2625 月(+0.0125) 

 1.0625 月(+0.0125) 

 2.5250 月 

 2.1250 月 

 合  計  2.3250 月(+0.0250)  2.3250 月(+0.0250)  4.6500 月 

 

（再任用職員） 

 ６月期 １２月期 計 

令和７年度 期末手当 

勤勉手当 

0.7000 月(支給済み)

 0.5000 月(  〃  )

 0.7250 月(現行 0.700) 

 0.5250 月(現行 0.500) 

1.4250月(現行1.400)

1.0250月(現行1.000)

 合  計  1.2000 月(  〃  )  1.2500 月(現行 1.200)  2.4500月(現行2.400)

令和８年度 

以降 

期末手当 

勤勉手当 

0.7125 月(+0.0125) 

 0.5125 月(+0.0125) 

0.7125 月(+0.0125) 

 0.5125 月(+0.0125) 

 1.4250 月 

 1.0250 月 

 合  計 1.2250 月(+0.0250) 1.2250 月(+0.0250) 2.4500 月 

 

３ 通勤手当の改定 

  【令和７年度】◇通勤手当の額の改定（令和７年４月１日に遡及） 

  【令和８年度】◇新たな距離区分の創設 

 

４ 宿日直手当の改定 

  ◇宿日直手当の額の改定（令和７年４月１日に遡及） 

  （１回につき 4,700 円（現行 4,400 円）、常直的なもの 23,500 円（現行 21,000 円） 

人事院勧告に基づく給与改定等の概要 
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江
差
町
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

※
第
１
条
に
よ
る
改
正
 

（
期
末
手
当
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
お
い
て
、
議
員
が
受
け

る
べ
き
議
員
報
酬
月
額
に
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
１
２
５
、

１
２
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
１
２
７
．
５
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、

基
準
日
６
ヵ
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
 

 ※
第
２
条
に
よ
る
改
正
 

（
期
末
手
当
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
お
い
て
、
議
員
が
受
け

る
べ
き
議
員
報
酬
月
額
に
、
１
０
０
分
の
１
２
６
．
２
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、

基
準
日
６
ヵ
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
 

  
 
附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
２
条
の
規
定
は
、

令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 （
期
末
手
当
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
期
末
手
当
の

額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
お
い
て
、
議
員
が
受
け

る
べ
き
議
員
報
酬
月
額
に

、
１
０
０
分
の
１
２
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、

基
準
日
６
ヵ
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
 

  （
期
末
手
当
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
お
い
て
、
議
員
が
受
け

る
べ
き
議
員
報
酬
月
額
に
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
１
２
５
、

１
２
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
１
２
７
．
５
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、

基
準
日
６
ヵ
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
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江
差
町
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

※
第
１
条
に
よ
る
改
正
 

（
期
末
手
当
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
(
退
任
し
た
日
、
又
は

死
亡
し
た
日
現
在
)
に
お
い
て
特
別
職
の
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
月
額
に
、
６

月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
２
３
０
、
１
２
月
に
支
給
す
る
場
合
に

は
１
０
０
分
の
２
３
５
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
前
６
ヵ
月
以
内
の
期
間

に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
 

 ※
第
２
条
に
よ
る
改
正
 

（
期
末
手
当
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
(
退
任
し
た
日
、
又
は

死
亡
し
た
日
現
在
)
に
お
い
て
特
別
職
の
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
月
額
に
、
１

０
０
分
の
２
３
２
．
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
前
６
ヵ
月
以
内
の
期
間

に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
 

  
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
２
条
の
規
定
は
、
令

和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
 

 （
期
末
手
当
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
(
退
任
し
た
日
、
又
は

死
亡
し
た
日
現
在
)
に
お
い
て
特
別
職
の
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
月
額
に
、
１

０
０
分
の
２
３
０
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
前
６
ヵ
月
以
内
の
期
間

に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
 

  （
期
末
手
当
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
(
退
任
し
た
日
、
又
は

死
亡
し
た
日
現
在
)
に
お
い
て
特
別
職
の
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
月
額
に
、
６

月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
２
３
０
、
１
２
月
に
支
給
す
る
場
合
に

は
１
０
０
分
の
２
３
５
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
前
６
ヵ
月
以
内
の
期
間

に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
 
新
旧

対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

※
第
１
条
に
よ
る
改
正
 

（
通
勤
手
当
）
 

第
９
条
の
３
 
（
略
）
 

２
 
通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
額
(
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
１
箇
月
当
た
り
の
通
勤
回
数
を

考
慮
し
て
、
平
均
1
箇
月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数
が
１
０
回
に
満
た
な
い
職
員
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
１
０
０
分
の
５
０
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を

減
じ
た
額
)
と
す
る
。
 

 
(
1
)
 
（
略
）
 

 
(
2
)
 
前
項
第
2
条
に
掲
げ
る
職
員
 
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
支
給
単
位
期

間
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
 

 
 
ア
・
イ
 
（
略
）
 

 
 
ウ
 
使
用
距
離
が
片
道
１
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
１
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 
 
る
職
員
 
７
，
３
０
０
円
 

 
 
エ
 
使
用
距
離
が
片
道
１
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
２
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 
 
る
職
員
 
１
０
，
４
０
０
円
 

 
 
オ
 
使
用
距
離
が
片
道
２
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
２
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 
 
る
職
員
 
１
３
，
５
０
０
円
 

 
 
カ
 
使
用
距
離
が
片
道
２
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
３
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 
 
る
職
員
 
１
６
，
６
０
０
円
 

 
 
キ
 
使
用
距
離
が
片
道
３
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
３
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 
 
る
職
員
 
１
９
，
７
０
０
円
 

 
 
ク
 
使
用
距
離
が
片
道
３
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
４
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 （
通
勤
手
当
）
 

第
９
条
の
３
 
（
略
）
 

２
 
通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
額
(
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
１
箇
月
当
た
り
の
通
勤
回
数
を

考
慮
し
て
、
平
均
1
箇
月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数
が
１
０
回
に
満
た
な
い
職
員
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
１
０
０
分
の
５
０
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を

減
じ
た
額
)
と
す
る
。
 

 
(
1
)
 
（
略
）
 

 
(
2
)
 
前
項
第
2
条
に
掲
げ
る
職
員
 
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
支
給
単
位
期

間
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
 

 
 
ア
・
イ
 
（
略
）
 

 
 
ウ
 
使
用
距
離
が
片
道
１
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
１
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 
 
る
職
員
 
７
，
１
０
０
円
 

 
 
エ
 
使
用
距
離
が
片
道
１
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
２
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 
 
る
職
員
 
１
０
，
０
０
０
円
 

 
 
オ
 
使
用
距
離
が
片
道
２
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
２
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 
 
る
職
員
 
１
２
，
９
０
０
円
 

 
 
カ
 
使
用
距
離
が
片
道
２
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
３
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 
 
る
職
員
 
１
５
，
８
０
０
円
 

 
 
キ
 
使
用
距
離
が
片
道
３
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
３
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 
 
る
職
員
 
１
８
，
７
０
０
円
 

 
 
ク
 
使
用
距
離
が
片
道
３
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
４
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
 
新
旧

対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

 
 
る
職
員
 
２
２
，
８
０
０
円
 

 
 
ケ
 
使
用
距
離
が
片
道
４
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
４
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 
 
る
職
員
 
２
５
，
９
０
０
円
 

 
 
コ
 
使
用
距
離
が
片
道
４
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
５
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 
 
る
職
員
 
２
９
，
１
０
０
円
 

 
 
サ
 
使
用
距
離
が
片
道
５
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
５
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 
 
る
職
員
 
３
２
，
３
０
０
円
 

 
 
シ
 
使
用
距
離
が
片
道
５
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
６
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 
 
る
職
員
 
３
５
，
５
０
０
円
 

 
 
ス
 
使
用
距
離
が
片
道
６
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員
 
３
８
，
７
０
０

 
 
円
 

 
(
3
)
 

 
（
略
）
 

３
～
７
 
（
略
）
 

  
（
宿
日
直
手
当
）
 

第
１
３
条
２
 
職
員
が
宿
直
勤
務
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
宿
直
手
当
と
し
て
、
勤
務

１
回
に
つ
き
４
，
７
０
０
円
を
支
給
す
る
。
 

２
 
前
項
の
宿
直
勤
務
の
う
ち
常
直
的
な
宿
直
勤
務
を
命
じ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
そ
の

勤
務
に
対
し
て
、
月
額
２
３
，
５
０
０
円
の
宿
直
手
当
を
支
給
す
る
。
 

  
（
期
末
手
当
）
 

第
１
５
条
 
（
略
）
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
１
０
０
分

 
 
る
職
員
 
２
１
，
６
０
０
円
 

 
 
ケ
 
使
用
距
離
が
片
道
４
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
４
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 
 
る
職
員
 
２
４
，
４
０
０
円
 

 
 
コ
 
使
用
距
離
が
片
道
４
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
５
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 
 
る
職
員
 
２
６
，
２
０
０
円
 

 
 
サ
 
使
用
距
離
が
片
道
５
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
５
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 
 
る
職
員
 
２
８
，
０
０
０
円
 

 
 
シ
 
使
用
距
離
が
片
道
５
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
６
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 
 
る
職
員
 
２
９
，
８
０
０
円
 

 
 
ス
 
使
用
距
離
が
片
道
６
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員
 
３
１
，
６
０
０

 
 
円
 

 
(
3
)
 

 
（
略
）
 

３
～
７
 
（
略
）
 

  
（
宿
日
直
手
当
）
 

第
１
３
条
２
 
職
員
が
宿
直
勤
務
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
宿
直
手
当
と
し
て
、
勤
務

１
回
に
つ
き
４
，
４
０
０
円
を
支
給
す
る
。
 

２
 
前
項
の
宿
直
勤
務
の
う
ち
常
直
的
な
宿
直
勤
務
を
命
じ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
そ
の

勤
務
に
対
し
て
、
月
額
２
１
，
０
０
０
円
の
宿
直
手
当
を
支
給
す
る
。
 

  
（
期
末
手
当
）
 

第
１
５
条
 
（
略
）
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
１
０
０
分
の
１
２
５
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
 
新
旧

対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

の
１
２
５
、
１
２
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
１
２
７
．
５
を
乗
じ
て
得

た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
ヵ
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

 
(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
 

３
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
１
０
０
分
の
１
２
５
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
７
０
」
と
、
「
１
０

０
分
の
１
２
７
．
５
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
７
２
．
５
」
と
す
る
。
 

４
・
５
 
（
略
）
 

 （
勤
勉
手
当
）
 

第
１
６
条
 
（
略
）
 

２
 
勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
１
０
０

分
の
１
０
５
、
１
２
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
１
０
７
．
５
を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
は
、
前
項
の
職
員

の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
現
在
(
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
)

に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
を
加
算
し
た
額
に
１
０
０
分
の
９
０
を
乗

じ
て
得
た
額
の
総
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

３
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
１
０
５
、
１
２
月
に
支
給
す
る

場
合
に
は
１
０
０
分
の
１
０
７
．
５
」
と
あ
る
の
は
「
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は

１
０
０
分
の
５
０
、
１
２
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
５
２
．
５
」
と
す

る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
乗
じ
て
得

た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
ヵ
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

 
(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
 

３
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
１
０
０
分
の
１
２
５
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
７
０
」
と
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
る
。
 

４
・
５
 
（
略
）
 

 （
勤
勉
手
当
）
 

第
１
６
条
 
（
略
）
 

２
 
勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
１
０
０
分
の
１
０
５
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
は
、
前
項
の
職
員

の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
現
在
(
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
)

に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
を
加
算
し
た
額
に
１
０
０
分
の
９
０
を
乗

じ
て
得
た
額
の
総
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

３
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
１
０
０
分
の
１
０
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
５
０
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
と
す

る
。
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
 
新
旧

対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

４
か
ら
５
ま
で
 
（
略
）
 

 

別
表
１
（
別
）
 

 ※
第
２
条
に
よ
る
改
正
 

（
通
勤
手
当
）
 

第
９
条
の
３
 
（
略
）
 

２
 
通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
額
(
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
１
箇
月
当
た
り
の
通
勤
回
数
を

考
慮
し
て
、
平
均
1
箇
月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数
が
１
０
回
に
満
た
な
い
職
員
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
１
０
０
分
の
５
０
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を

減
じ
た
額
)
と
す
る
。
 

 
(
1
)
 
（
略
）
 

 
(
2
)
 
前
項
第
2
条
に
掲
げ
る
職
員
 
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
支
給
単
位
期

間
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
 

 
 
ア
～
シ
 
（
略
）
 

 
 
ス
 
使
用
距
離
が
片
道
６
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
６
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 
 
る
職
員
 
３
８
，
７
０
０
円
 

 
 
セ
 
使
用
距
離
が
片
道
６
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
７
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 
 
 
る
職
員
 
４
２
，
２
０
０
円
 

 
 
ソ
 
使
用
距
離
が
片
道
７
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
７
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 
 
 
る
職
員
 
４
５
，
７
０
０
円
 

 
 
タ
 
使
用
距
離
が
片
道
７
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
８
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

４
か
ら
５
ま
で
 
（
略
）
 

 

別
表
１
（
別
）
 

  （
通
勤
手
当
）
 

第
９
条
の
３
 
（
略
）
 

２
 
通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
額
(
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
１
箇
月
当
た
り
の
通
勤
回
数
を

考
慮
し
て
、
平
均
1
箇
月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数
が
１
０
回
に
満
た
な
い
職
員
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
１
０
０
分
の
５
０
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を

減
じ
た
額
)
と
す
る
。
 

 
(
1
)
 
（
略
）
 

 
(
2
)
 
前
項
第
2
条
に
掲
げ
る
職
員
 
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
支
給
単
位
期

間
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
 

 
 
ア
～
シ
 
（
略
）
 

 
 
ス
 
使
用
距
離
が
片
道
６
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
で
あ

 
 
る
職
員
 
３
８
，
７
０
０
円
 

 
 
（
新
設
）
 

  
 
（
新
設
）
 

  
 
（
新
設
）
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
 
新
旧

対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

 
 
 
る
職
員
 
４
９
，
２
０
０
円
 

 
 
チ
 
使
用
距
離
が
片
道
８
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
８
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 
 
 
る
職
員
 
５
２
，
７
０
０
円
 

 
 
ツ
 
使
用
距
離
が
片
道
８
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
９
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 
 
 
る
職
員
 
５
６
，
２
０
０
円
 

 
 
テ
 
使
用
距
離
が
片
道
９
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
９
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

 
 
 
る
職
員
 
５
９
，
６
０
０
円
 

 
 
ト
 
使
用
距
離
が
片
道
９
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
１
０
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で

 
 
 
あ
る
職
員
 
６
３
，
０
０
０
円
 

 
 
ナ
 
使
用
距
離
が
片
道
１
０
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員
 
６
６
，
４
０

 
 
 
０
円
 

 
(
3
)
 
（
略
）
 

３
～
７
 
（
略
）
 

 （
期
末
手
当
）
 

第
１
５
条
 
（
略
）
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
１
０
０
分
の
１
２
６
．
２
５
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
乗
じ
て
得

た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
ヵ
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

 
(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
 

３
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
１
０
０
分
の
１
２
６
．
２
５
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
７
１
．
２

  
 
（
新
設
）
 

  
 
（
新
設
）
 

  
 
（
新
設
）
 

  
 
（
新
設
）
 

  
 
（
新
設
）
 

  
(
3
)
 
（
略
）
 

３
～
７
 
（
略
）
 

 （
期
末
手
当
）
 

第
１
５
条
 
（
略
）
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
１
０
０
分

の
１
２
５
、
１
２
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
１
２
７
．
５
を
乗
じ
て
得

た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
ヵ
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

 
(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
 

３
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
１
０
０
分
の
１
２
５
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
７
０
」
と
、
「
１
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
 
新
旧

対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

５
」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
す
る
。
 

４
か
ら
５
ま
で
 
（
略
）
 

 （
勤
勉
手
当
）
 

第
１
６
条
 
（
略
）
 

２
 
勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
１
０
０
分
の
１
０
６
．
２
５
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
は
、
前
項
の
職
員

の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
現
在
(
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
)

に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
を
加
算
し
た
額
に
１
０
０
分
の
９
０
を
乗

じ
て
得
た
額
の
総
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

３
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
１
０
０
分
の
１
０
５
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
分
の
５
１
．
２
５
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
と
す
る
。
 

４
か
ら
５
ま
で
 
（
略
）
 

 

 
附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
２
条
の
規
定
は
、
令
和

 
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

２
 
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
次
項
に

 
お
い
て
「
改
正
後
の
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か

０
０
分
の
１
２
７
．
５
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
７
２
．
５
」
と
す
る
。
 

４
か
ら
５
ま
で
 
（
略
）
 

 （
勤
勉
手
当
）
 

第
１
６
条
 
（
略
）
 

２
 
勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
１
０
０

分
の
１
０
５
、
１
２
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
１
０
７
．
５
を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
は
、
前
項
の
職
員

の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
現
在
(
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
)

に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
を
加
算
し
た
額
に
１
０
０
分
の
９
０
を
乗

じ
て
得
た
額
の
総
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

３
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
１
０
０
分
の
１
０
５
」
と
あ
る
の
は
「
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
１
０

０
分
の
５
０
、
１
２
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
１
０
０
分
の
５
２
．
５
」
と
す
る
。
 

４
か
ら
５
ま
で
 
（
略
）
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
 
新
旧

対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

 
ら
適
用
す
る
。
 

（
給
与
の
内
払
）
 

３
 
改
正
後
の
給
与
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
改
正
前
の
江
差
町
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
給
与
条

例
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。
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江
差

町
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

新
旧

対
照

表

別
表

第
１

（
第

３
条

関
係

）
別

表
第

１
（

第
３

条
関

係
）

1
級

2
級

3
級

4
級

5
級

6
級

1
級

2
級

3
級

4
級

5
級

6
級

号
俸

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

号
俸

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

1
9
5
,
8
0
0

2
4
2
,
0
0
0

2
7
6
,
3
0
0

3
0
9
,
8
0
0

3
3
2
,
6
0
0

3
6
6
,
8
0
0

1
8
3
,
5
0
0

2
3
0
,
0
0
0

2
6
5
,
3
0
0

2
9
8
,
8
0
0

3
2
1
,
3
0
0

3
5
5
,
2
0
0

1
9
6
,
9
0
0

2
4
3
,
3
0
0

2
7
7
,
3
0
0

3
1
1
,
3
0
0

3
3
4
,
4
0
0

3
6
8
,
5
0
0

1
8
4
,
6
0
0

2
3
1
,
5
0
0

2
6
6
,
3
0
0

3
0
0
,
3
0
0

3
2
3
,
1
0
0

3
5
6
,
9
0
0

1
9
8
,
1
0
0

2
4
4
,
7
0
0

2
7
8
,
3
0
0

3
1
2
,
7
0
0

3
3
6
,
2
0
0

3
7
0
,
1
0
0

1
8
5
,
8
0
0

2
3
3
,
0
0
0

2
6
7
,
3
0
0

3
0
1
,
8
0
0

3
2
4
,
9
0
0

3
5
8
,
5
0
0

1
9
9
,
2
0
0

2
4
6
,
1
0
0

2
7
9
,
3
0
0

3
1
4
,
1
0
0

3
3
7
,
9
0
0

3
7
1
,
7
0
0

1
8
6
,
9
0
0

2
3
4
,
5
0
0

2
6
8
,
3
0
0

3
0
3
,
2
0
0

3
2
6
,
6
0
0

3
6
0
,
1
0
0

2
0
0
,
3
0
0

2
4
7
,
5
0
0

2
8
0
,
3
0
0

3
1
5
,
5
0
0

3
3
9
,
6
0
0

3
7
3
,
3
0
0

1
8
8
,
0
0
0

2
3
6
,
0
0
0

2
6
9
,
3
0
0

3
0
4
,
6
0
0

3
2
8
,
3
0
0

3
6
1
,
7
0
0

2
0
2
,
0
0
0

2
4
8
,
9
0
0

2
8
1
,
3
0
0

3
1
6
,
6
0
0

3
4
1
,
3
0
0

3
7
5
,
1
0
0

1
8
9
,
7
0
0

2
3
7
,
5
0
0

2
7
0
,
3
0
0

3
0
5
,
7
0
0

3
3
0
,
0
0
0

3
6
3
,
5
0
0

2
0
3
,
6
0
0

2
5
0
,
3
0
0

2
8
2
,
2
0
0

3
1
7
,
6
0
0

3
4
3
,
0
0
0

3
7
6
,
6
0
0

1
9
1
,
3
0
0

2
3
9
,
0
0
0

2
7
1
,
3
0
0

3
0
6
,
7
0
0

3
3
1
,
7
0
0

3
6
5
,
0
0
0

2
0
5
,
2
0
0

2
5
1
,
7
0
0

2
8
3
,
2
0
0

3
1
8
,
8
0
0

3
4
4
,
6
0
0

3
7
8
,
2
0
0

1
9
2
,
9
0
0

2
4
0
,
5
0
0

2
7
2
,
3
0
0

3
0
7
,
9
0
0

3
3
3
,
4
0
0

3
6
6
,
6
0
0

2
0
6
,
7
0
0

2
5
3
,
1
0
0

2
8
4
,
2
0
0

3
2
0
,
0
0
0

3
4
6
,
2
0
0

3
7
9
,
5
0
0

1
9
4
,
5
0
0

2
4
2
,
0
0
0

2
7
3
,
3
0
0

3
0
9
,
1
0
0

3
3
5
,
0
0
0

3
6
8
,
0
0
0

2
0
8
,
4
0
0

2
5
4
,
3
0
0

2
8
5
,
2
0
0

3
2
1
,
6
0
0

3
4
7
,
9
0
0

3
8
1
,
1
0
0

1
9
6
,
2
0
0

2
4
3
,
4
0
0

2
7
4
,
3
0
0

3
1
0
,
7
0
0

3
3
6
,
7
0
0

3
6
9
,
6
0
0

2
1
0
,
0
0
0

2
5
5
,
6
0
0

2
8
6
,
2
0
0

3
2
3
,
2
0
0

3
4
9
,
6
0
0

3
8
2
,
7
0
0

1
9
7
,
8
0
0

2
4
4
,
8
0
0

2
7
5
,
3
0
0

3
1
2
,
3
0
0

3
3
8
,
4
0
0

3
7
1
,
2
0
0

2
1
1
,
6
0
0

2
5
6
,
9
0
0

2
8
7
,
2
0
0

3
2
4
,
8
0
0

3
5
1
,
2
0
0

3
8
4
,
2
0
0

1
9
9
,
4
0
0

2
4
6
,
2
0
0

2
7
6
,
4
0
0

3
1
3
,
9
0
0

3
4
0
,
0
0
0

3
7
2
,
7
0
0

2
1
3
,
1
0
0

2
5
8
,
1
0
0

2
8
8
,
2
0
0

3
2
6
,
2
0
0

3
5
2
,
7
0
0

3
8
6
,
1
0
0

2
0
1
,
0
0
0

2
4
7
,
4
0
0

2
7
7
,
4
0
0

3
1
5
,
4
0
0

3
4
1
,
5
0
0

3
7
4
,
6
0
0

2
1
4
,
8
0
0

2
5
9
,
3
0
0

2
8
9
,
5
0
0

3
2
7
,
8
0
0

3
5
4
,
3
0
0

3
8
8
,
0
0
0

2
0
2
,
7
0
0

2
4
8
,
6
0
0

2
7
8
,
7
0
0

3
1
7
,
0
0
0

3
4
3
,
1
0
0

3
7
6
,
5
0
0

2
1
6
,
5
0
0

2
6
0
,
5
0
0

2
9
0
,
8
0
0

3
2
9
,
4
0
0

3
5
5
,
9
0
0

3
8
9
,
9
0
0

2
0
4
,
4
0
0

2
4
9
,
8
0
0

2
8
0
,
0
0
0

3
1
8
,
6
0
0

3
4
4
,
7
0
0

3
7
8
,
4
0
0

2
1
8
,
2
0
0

2
6
1
,
7
0
0

2
9
2
,
0
0
0

3
3
1
,
0
0
0

3
5
7
,
4
0
0

3
9
1
,
7
0
0

2
0
6
,
1
0
0

2
5
1
,
0
0
0

2
8
1
,
2
0
0

3
2
0
,
2
0
0

3
4
6
,
2
0
0

3
8
0
,
2
0
0

2
1
9
,
4
0
0

2
6
2
,
8
0
0

2
9
3
,
2
0
0

3
3
2
,
4
0
0

3
5
8
,
8
0
0

3
9
3
,
2
0
0

2
0
7
,
4
0
0

2
5
2
,
1
0
0

2
8
2
,
5
0
0

3
2
1
,
7
0
0

3
4
7
,
6
0
0

3
8
1
,
7
0
0

2
2
1
,
0
0
0

2
6
3
,
9
0
0

2
9
4
,
5
0
0

3
3
4
,
1
0
0

3
6
0
,
5
0
0

3
9
5
,
0
0
0

2
0
9
,
0
0
0

2
5
3
,
2
0
0

2
8
3
,
8
0
0

3
2
3
,
4
0
0

3
4
9
,
3
0
0

3
8
3
,
5
0
0

2
2
2
,
6
0
0

2
6
5
,
0
0
0

2
9
5
,
7
0
0

3
3
5
,
7
0
0

3
6
2
,
1
0
0

3
9
6
,
7
0
0

2
1
0
,
6
0
0

2
5
4
,
3
0
0

2
8
5
,
0
0
0

3
2
5
,
0
0
0

3
5
0
,
9
0
0

3
8
5
,
2
0
0

2
2
4
,
1
0
0

2
6
6
,
1
0
0

2
9
6
,
9
0
0

3
3
7
,
3
0
0

3
6
3
,
7
0
0

3
9
8
,
3
0
0

2
1
2
,
1
0
0

2
5
5
,
4
0
0

2
8
6
,
2
0
0

3
2
6
,
6
0
0

3
5
2
,
5
0
0

3
8
6
,
8
0
0

2
2
5
,
6
0
0

2
6
7
,
0
0
0

2
9
7
,
9
0
0

3
3
8
,
7
0
0

3
6
4
,
8
0
0

4
0
0
,
0
0
0

2
1
3
,
6
0
0

2
5
6
,
4
0
0

2
8
7
,
3
0
0

3
2
8
,
0
0
0

3
5
3
,
7
0
0

3
8
8
,
5
0
0

2
2
7
,
2
0
0

2
6
8
,
0
0
0

2
9
9
,
1
0
0

3
4
0
,
4
0
0

3
6
6
,
3
0
0

4
0
1
,
4
0
0

2
1
5
,
2
0
0

2
5
7
,
4
0
0

2
8
8
,
5
0
0

3
2
9
,
7
0
0

3
5
5
,
2
0
0

3
8
9
,
9
0
0

2
2
8
,
8
0
0

2
6
9
,
0
0
0

3
0
0
,
3
0
0

3
4
2
,
1
0
0

3
6
7
,
8
0
0

4
0
2
,
8
0
0

2
1
6
,
8
0
0

2
5
8
,
4
0
0

2
8
9
,
8
0
0

3
3
1
,
4
0
0

3
5
6
,
7
0
0

3
9
1
,
3
0
0

2
3
0
,
4
0
0

2
7
0
,
0
0
0

3
0
1
,
6
0
0

3
4
3
,
7
0
0

3
6
9
,
3
0
0

4
0
4
,
2
0
0

2
1
8
,
4
0
0

2
5
9
,
4
0
0

2
9
1
,
1
0
0

3
3
3
,
0
0
0

3
5
8
,
2
0
0

3
9
2
,
7
0
0

2
3
2
,
0
0
0

2
7
1
,
0
0
0

3
0
2
,
9
0
0

3
4
4
,
9
0
0

3
7
1
,
0
0
0

4
0
5
,
6
0
0

2
2
0
,
0
0
0

2
6
0
,
4
0
0

2
9
2
,
4
0
0

3
3
4
,
2
0
0

3
5
9
,
9
0
0

3
9
4
,
1
0
0

2
3
3
,
7
0
0

2
7
1
,
9
0
0

3
0
3
,
9
0
0

3
4
6
,
8
0
0

3
7
2
,
8
0
0

4
0
6
,
8
0
0

2
2
1
,
7
0
0

2
6
1
,
3
0
0

2
9
3
,
4
0
0

3
3
6
,
1
0
0

3
6
1
,
7
0
0

3
9
5
,
3
0
0

2
3
5
,
0
0
0

2
7
2
,
7
0
0

3
0
4
,
9
0
0

3
4
8
,
5
0
0

3
7
4
,
4
0
0

4
0
8
,
0
0
0

2
2
3
,
0
0
0

2
6
2
,
2
0
0

2
9
4
,
4
0
0

3
3
7
,
8
0
0

3
6
3
,
4
0
0

3
9
6
,
5
0
0

2
3
6
,
3
0
0

2
7
3
,
6
0
0

3
0
5
,
9
0
0

3
5
0
,
1
0
0

3
7
6
,
1
0
0

4
0
9
,
0
0
0

2
2
4
,
3
0
0

2
6
3
,
1
0
0

2
9
5
,
5
0
0

3
3
9
,
4
0
0

3
6
5
,
1
0
0

3
9
7
,
5
0
0

2
3
7
,
6
0
0

2
7
4
,
4
0
0

3
0
7
,
0
0
0

3
5
1
,
6
0
0

3
7
7
,
5
0
0

4
1
0
,
1
0
0

2
2
5
,
6
0
0

2
6
3
,
9
0
0

2
9
6
,
6
0
0

3
4
0
,
9
0
0

3
6
6
,
5
0
0

3
9
8
,
6
0
0

2
3
8
,
7
0
0

2
7
5
,
2
0
0

3
0
8
,
2
0
0

3
5
3
,
2
0
0

3
7
8
,
8
0
0

4
1
1
,
3
0
0

2
2
6
,
7
0
0

2
6
4
,
7
0
0

2
9
7
,
8
0
0

3
4
2
,
5
0
0

3
6
7
,
8
0
0

3
9
9
,
8
0
0

2
3
9
,
8
0
0

2
7
6
,
0
0
0

3
0
9
,
3
0
0

3
5
4
,
8
0
0

3
8
0
,
0
0
0

4
1
2
,
4
0
0

2
2
7
,
8
0
0

2
6
5
,
5
0
0

2
9
8
,
9
0
0

3
4
4
,
1
0
0

3
6
9
,
0
0
0

4
0
0
,
9
0
0

2
4
0
,
9
0
0

2
7
6
,
7
0
0

3
1
0
,
5
0
0

3
5
6
,
4
0
0

3
8
1
,
4
0
0

4
1
3
,
5
0
0

2
2
8
,
9
0
0

2
6
6
,
3
0
0

3
0
0
,
1
0
0

3
4
5
,
7
0
0

3
7
0
,
4
0
0

4
0
2
,
0
0
0

2
4
2
,
0
0
0

2
7
7
,
4
0
0

3
1
1
,
6
0
0

3
5
8
,
1
0
0

3
8
2
,
5
0
0

4
1
4
,
2
0
0

2
3
0
,
0
0
0

2
6
7
,
0
0
0

3
0
1
,
3
0
0

3
4
7
,
4
0
0

3
7
1
,
5
0
0

4
0
2
,
7
0
0

2
4
2
,
9
0
0

2
7
8
,
2
0
0

3
1
2
,
9
0
0

3
5
9
,
9
0
0

3
8
3
,
4
0
0

4
1
4
,
9
0
0

2
3
1
,
1
0
0

2
6
7
,
8
0
0

3
0
2
,
6
0
0

3
4
9
,
2
0
0

3
7
2
,
4
0
0

4
0
3
,
4
0
0

2
4
3
,
8
0
0

2
7
9
,
0
0
0

3
1
4
,
2
0
0

3
6
1
,
7
0
0

3
8
4
,
4
0
0

4
1
5
,
5
0
0

2
3
2
,
2
0
0

2
6
8
,
6
0
0

3
0
3
,
9
0
0

3
5
1
,
0
0
0

3
7
3
,
4
0
0

4
0
4
,
1
0
0

2
4
4
,
8
0
0

2
7
9
,
6
0
0

3
1
5
,
5
0
0

3
6
3
,
5
0
0

3
8
5
,
4
0
0

4
1
6
,
2
0
0

2
3
3
,
3
0
0

2
6
9
,
3
0
0

3
0
5
,
2
0
0

3
5
2
,
8
0
0

3
7
4
,
5
0
0

4
0
4
,
8
0
0

2
4
5
,
8
0
0

2
8
0
,
3
0
0

3
1
6
,
7
0
0

3
6
5
,
0
0
0

3
8
6
,
2
0
0

4
1
6
,
8
0
0

2
3
4
,
4
0
0

2
7
0
,
0
0
0

3
0
6
,
5
0
0

3
5
4
,
3
0
0

3
7
5
,
3
0
0

4
0
5
,
4
0
0

2
4
6
,
7
0
0

2
8
1
,
1
0
0

3
1
8
,
0
0
0

3
6
6
,
4
0
0

3
8
7
,
1
0
0

4
1
7
,
4
0
0

2
3
5
,
4
0
0

2
7
0
,
8
0
0

3
0
7
,
8
0
0

3
5
5
,
7
0
0

3
7
6
,
2
0
0

4
0
6
,
0
0
0

2
4
7
,
6
0
0

2
8
1
,
8
0
0

3
1
9
,
3
0
0

3
6
7
,
8
0
0

3
8
8
,
0
0
0

4
1
7
,
9
0
0

2
3
6
,
4
0
0

2
7
1
,
6
0
0

3
0
9
,
1
0
0

3
5
7
,
1
0
0

3
7
7
,
1
0
0

4
0
6
,
5
0
0

2
4
8
,
4
0
0

2
8
2
,
5
0
0

3
2
0
,
6
0
0

3
6
9
,
2
0
0

3
8
8
,
8
0
0

4
1
8
,
3
0
0

2
3
7
,
3
0
0

2
7
2
,
3
0
0

3
1
0
,
4
0
0

3
5
8
,
5
0
0

3
7
7
,
9
0
0

4
0
6
,
9
0
0

2
4
9
,
2
0
0

2
8
3
,
2
0
0

3
2
1
,
9
0
0

3
7
0
,
7
0
0

3
8
9
,
6
0
0

4
1
8
,
7
0
0

2
3
8
,
2
0
0

2
7
3
,
0
0
0

3
1
1
,
7
0
0

3
6
0
,
0
0
0

3
7
8
,
7
0
0

4
0
7
,
3
0
0

2
4
9
,
9
0
0

2
8
3
,
9
0
0

3
2
3
,
1
0
0

3
7
1
,
5
0
0

3
9
0
,
4
0
0

4
1
8
,
9
0
0

2
3
9
,
1
0
0

2
7
3
,
8
0
0

3
1
3
,
0
0
0

3
6
0
,
8
0
0

3
7
9
,
5
0
0

4
0
7
,
5
0
0

2
5
0
,
5
0
0

2
8
4
,
6
0
0

3
2
4
,
4
0
0

3
7
2
,
4
0
0

3
9
1
,
2
0
0

4
1
9
,
2
0
0

2
3
9
,
9
0
0

2
7
4
,
6
0
0

3
1
4
,
3
0
0

3
6
1
,
8
0
0

3
8
0
,
3
0
0

4
0
7
,
8
0
0

2
5
1
,
1
0
0

2
8
5
,
3
0
0

3
2
5
,
5
0
0

3
7
3
,
4
0
0

3
9
1
,
9
0
0

4
1
9
,
5
0
0

2
4
0
,
7
0
0

2
7
5
,
3
0
0

3
1
5
,
4
0
0

3
6
2
,
8
0
0

3
8
1
,
0
0
0

4
0
8
,
1
0
0

2
5
1
,
8
0
0

2
8
6
,
0
0
0

3
2
6
,
4
0
0

3
7
4
,
3
0
0

3
9
2
,
6
0
0

4
1
9
,
8
0
0

2
4
1
,
4
0
0

2
7
6
,
0
0
0

3
1
6
,
3
0
0

3
6
3
,
7
0
0

3
8
1
,
7
0
0

4
0
8
,
4
0
0

2
5
2
,
4
0
0

2
8
6
,
6
0
0

3
2
7
,
7
0
0

3
7
5
,
4
0
0

3
9
3
,
3
0
0

4
2
0
,
1
0
0

2
4
2
,
0
0
0

2
7
6
,
7
0
0

3
1
7
,
6
0
0

3
6
4
,
8
0
0

3
8
2
,
4
0
0

4
0
8
,
7
0
0

4
6

4
6

4
3

4
3

4
4

4
4

4
5

4
5

4
0

4
0

4
1

4
1

4
2

4
2

3
7

3
7

3
8

3
8

3
9

3
9

3
4

3
4

3
5

3
5

3
6

3
6

3
1

3
1

3
2

3
2

3
3

3
3

2
8

2
8

2
9

2
9

3
0

3
0

2
5

2
5

2
6

2
6

2
7

2
7

2
2

2
2

2
3

2
3

2
4

2
4

1
9

1
9

2
0

2
0

2
1

2
1

1
6

1
6

1
7

1
7

1
8

1
8

1
3

1
3

1
4

1
4

1
5

1
5

6
6

職
員

の
区

分
職

員
の

区
分

1
1

2
2

3
3

1
0

1
0

1
1

1
1

1
2

1
2

7
7

8
8

9
9

改
正

後
改

正
前

給
料

表
給

料
表

（
単

位
：

円
）

（
単

位
：

円
）

4
4

5
5

級
級

- 14 -



2
5
3
,
0
0
0

2
8
7
,
3
0
0

3
2
9
,
0
0
0

3
7
6
,
3
0
0

3
9
4
,
0
0
0

4
2
0
,
4
0
0

2
4
2
,
6
0
0

2
7
7
,
4
0
0

3
1
8
,
9
0
0

3
6
5
,
7
0
0

3
8
3
,
1
0
0

4
0
9
,
0
0
0

2
5
3
,
6
0
0

2
8
7
,
9
0
0

3
3
0
,
3
0
0

3
7
7
,
3
0
0

3
9
4
,
7
0
0

4
2
0
,
7
0
0

2
4
3
,
2
0
0

2
7
8
,
1
0
0

3
2
0
,
2
0
0

3
6
6
,
7
0
0

3
8
3
,
8
0
0

4
0
9
,
3
0
0

2
5
4
,
1
0
0

2
8
8
,
6
0
0

3
3
1
,
4
0
0

3
7
8
,
2
0
0

3
9
5
,
2
0
0

4
2
0
,
9
0
0

2
4
3
,
8
0
0

2
7
8
,
8
0
0

3
2
1
,
4
0
0

3
6
7
,
6
0
0

3
8
4
,
3
0
0

4
0
9
,
5
0
0

2
5
4
,
7
0
0

2
8
9
,
2
0
0

3
3
2
,
7
0
0

3
7
8
,
9
0
0

3
9
5
,
8
0
0

4
2
1
,
2
0
0

2
4
4
,
4
0
0

2
7
9
,
5
0
0

3
2
2
,
7
0
0

3
6
8
,
3
0
0

3
8
4
,
9
0
0

4
0
9
,
8
0
0

2
5
5
,
3
0
0

2
8
9
,
9
0
0

3
3
3
,
9
0
0

3
7
9
,
6
0
0

3
9
6
,
4
0
0

4
2
1
,
4
0
0

2
4
5
,
0
0
0

2
8
0
,
2
0
0

3
2
3
,
9
0
0

3
6
9
,
0
0
0

3
8
5
,
5
0
0

4
1
0
,
1
0
0

2
5
5
,
8
0
0

2
9
0
,
6
0
0

3
3
5
,
1
0
0

3
8
0
,
2
0
0

3
9
7
,
1
0
0

4
2
1
,
7
0
0

2
4
5
,
5
0
0

2
8
0
,
9
0
0

3
2
5
,
1
0
0

3
6
9
,
6
0
0

3
8
6
,
2
0
0

4
1
0
,
4
0
0

2
5
6
,
2
0
0

2
9
1
,
1
0
0

3
3
6
,
4
0
0

3
8
0
,
6
0
0

3
9
7
,
5
0
0

4
2
1
,
9
0
0

2
4
6
,
0
0
0

2
8
1
,
5
0
0

3
2
6
,
4
0
0

3
7
0
,
0
0
0

3
8
6
,
6
0
0

4
1
0
,
6
0
0

2
5
6
,
6
0
0

2
9
1
,
7
0
0

3
3
7
,
4
0
0

3
8
1
,
2
0
0

3
9
8
,
1
0
0

4
2
2
,
2
0
0

2
4
6
,
4
0
0

2
8
2
,
2
0
0

3
2
7
,
5
0
0

3
7
0
,
6
0
0

3
8
7
,
2
0
0

4
1
0
,
9
0
0

2
5
6
,
9
0
0

2
9
2
,
3
0
0

3
3
8
,
5
0
0

3
8
1
,
8
0
0

3
9
8
,
7
0
0

4
2
2
,
5
0
0

2
4
6
,
7
0
0

2
8
2
,
8
0
0

3
2
8
,
6
0
0

3
7
1
,
3
0
0

3
8
7
,
8
0
0

4
1
1
,
2
0
0

2
5
7
,
2
0
0

2
9
3
,
0
0
0

3
3
9
,
6
0
0

3
8
2
,
5
0
0

3
9
9
,
2
0
0

4
2
2
,
8
0
0

2
4
7
,
0
0
0

2
8
3
,
5
0
0

3
2
9
,
7
0
0

3
7
2
,
0
0
0

3
8
8
,
3
0
0

4
1
1
,
5
0
0

2
5
7
,
5
0
0

2
9
3
,
6
0
0

3
4
0
,
3
0
0

3
8
2
,
8
0
0

3
9
9
,
6
0
0

4
2
3
,
0
0
0

2
4
7
,
3
0
0

2
8
4
,
1
0
0

3
3
0
,
4
0
0

3
7
2
,
3
0
0

3
8
8
,
7
0
0

4
1
1
,
7
0
0

2
5
7
,
8
0
0

2
9
4
,
2
0
0

3
4
1
,
2
0
0

3
8
3
,
5
0
0

4
0
0
,
2
0
0

4
2
3
,
3
0
0

2
4
7
,
6
0
0

2
8
4
,
8
0
0

3
3
1
,
3
0
0

3
7
3
,
0
0
0

3
8
9
,
3
0
0

4
1
2
,
0
0
0

2
5
8
,
1
0
0

2
9
4
,
8
0
0

3
4
1
,
9
0
0

3
8
4
,
2
0
0

4
0
0
,
8
0
0

4
2
3
,
6
0
0

2
4
7
,
9
0
0

2
8
5
,
4
0
0

3
3
2
,
0
0
0

3
7
3
,
7
0
0

3
8
9
,
9
0
0

4
1
2
,
3
0
0

2
5
8
,
4
0
0

2
9
5
,
5
0
0

3
4
2
,
7
0
0

3
8
4
,
8
0
0

4
0
1
,
3
0
0

4
2
3
,
8
0
0

2
4
8
,
2
0
0

2
8
6
,
1
0
0

3
3
2
,
8
0
0

3
7
4
,
3
0
0

3
9
0
,
4
0
0

4
1
2
,
5
0
0

2
5
8
,
7
0
0

2
9
6
,
1
0
0

3
4
3
,
5
0
0

3
8
5
,
1
0
0

4
0
1
,
7
0
0

4
2
4
,
0
0
0

2
4
8
,
5
0
0

2
8
6
,
7
0
0

3
3
3
,
6
0
0

3
7
4
,
6
0
0

3
9
0
,
8
0
0

4
1
2
,
7
0
0

2
5
9
,
0
0
0

2
9
6
,
7
0
0

3
4
3
,
9
0
0

3
8
5
,
6
0
0

4
0
2
,
2
0
0

4
2
4
,
3
0
0

2
4
8
,
8
0
0

2
8
7
,
4
0
0

3
3
4
,
0
0
0

3
7
5
,
1
0
0

3
9
1
,
3
0
0

4
1
3
,
0
0
0

2
5
9
,
3
0
0

2
9
7
,
2
0
0

3
4
4
,
4
0
0

3
8
6
,
2
0
0

4
0
2
,
7
0
0

4
2
4
,
6
0
0

2
4
9
,
1
0
0

2
8
8
,
0
0
0

3
3
4
,
6
0
0

3
7
5
,
7
0
0

3
9
1
,
8
0
0

4
1
3
,
3
0
0

2
5
9
,
6
0
0

2
9
7
,
7
0
0

3
4
5
,
1
0
0

3
8
6
,
8
0
0

4
0
3
,
3
0
0

4
2
4
,
8
0
0

2
4
9
,
4
0
0

2
8
8
,
5
0
0

3
3
5
,
3
0
0

3
7
6
,
3
0
0

3
9
2
,
4
0
0

4
1
3
,
5
0
0

2
5
9
,
9
0
0

2
9
8
,
2
0
0

3
4
5
,
9
0
0

3
8
7
,
1
0
0

4
0
3
,
6
0
0

4
2
5
,
0
0
0

2
4
9
,
7
0
0

2
8
9
,
0
0
0

3
3
6
,
1
0
0

3
7
6
,
6
0
0

3
9
2
,
7
0
0

4
1
3
,
7
0
0

2
6
0
,
2
0
0

2
9
8
,
8
0
0

3
4
6
,
6
0
0

3
8
7
,
7
0
0

4
0
4
,
0
0
0

4
2
5
,
3
0
0

2
5
0
,
0
0
0

2
8
9
,
6
0
0

3
3
6
,
8
0
0

3
7
7
,
2
0
0

3
9
3
,
1
0
0

4
1
4
,
0
0
0

2
6
0
,
5
0
0

2
9
9
,
3
0
0

3
4
7
,
3
0
0

3
8
8
,
4
0
0

4
0
4
,
3
0
0

4
2
5
,
6
0
0

2
5
0
,
3
0
0

2
9
0
,
1
0
0

3
3
7
,
5
0
0

3
7
7
,
9
0
0

3
9
3
,
5
0
0

4
1
4
,
3
0
0

2
6
0
,
8
0
0

2
9
9
,
9
0
0

3
4
7
,
9
0
0

3
8
9
,
0
0
0

4
0
4
,
7
0
0

4
2
5
,
8
0
0

2
5
0
,
6
0
0

2
9
0
,
7
0
0

3
3
8
,
1
0
0

3
7
8
,
5
0
0

3
9
3
,
9
0
0

4
1
4
,
5
0
0

2
6
1
,
1
0
0

3
0
0
,
3
0
0

3
4
8
,
4
0
0

3
8
9
,
4
0
0

4
0
5
,
0
0
0

4
2
6
,
0
0
0

2
5
0
,
9
0
0

2
9
1
,
2
0
0

3
3
8
,
6
0
0

3
7
8
,
9
0
0

3
9
4
,
2
0
0

4
1
4
,
7
0
0

2
6
1
,
4
0
0

3
0
0
,
8
0
0

3
4
9
,
0
0
0

3
8
9
,
9
0
0

4
0
5
,
3
0
0

4
2
6
,
3
0
0

2
5
1
,
2
0
0

2
9
1
,
7
0
0

3
3
9
,
2
0
0

3
7
9
,
4
0
0

3
9
4
,
5
0
0

4
1
5
,
0
0
0

2
6
1
,
7
0
0

3
0
1
,
3
0
0

3
4
9
,
5
0
0

3
9
0
,
5
0
0

4
0
5
,
6
0
0

4
2
6
,
6
0
0

2
5
1
,
5
0
0

2
9
2
,
3
0
0

3
3
9
,
7
0
0

3
8
0
,
0
0
0

3
9
4
,
8
0
0

4
1
5
,
3
0
0

2
6
2
,
0
0
0

3
0
1
,
9
0
0

3
5
0
,
1
0
0

3
9
1
,
0
0
0

4
0
5
,
8
0
0

4
2
6
,
8
0
0

2
5
1
,
8
0
0

2
9
2
,
9
0
0

3
4
0
,
3
0
0

3
8
0
,
5
0
0

3
9
5
,
0
0
0

4
1
5
,
5
0
0

2
6
2
,
3
0
0

3
0
2
,
4
0
0

3
5
0
,
4
0
0

3
9
1
,
5
0
0

4
0
6
,
0
0
0

4
2
7
,
0
0
0

2
5
2
,
1
0
0

2
9
3
,
4
0
0

3
4
0
,
6
0
0

3
8
1
,
0
0
0

3
9
5
,
2
0
0

4
1
5
,
7
0
0

2
6
2
,
6
0
0

3
0
2
,
8
0
0

3
5
0
,
9
0
0

3
9
2
,
1
0
0

4
0
6
,
3
0
0

 
 
 
 
 
 
 

2
5
2
,
4
0
0

2
9
3
,
9
0
0

3
4
1
,
1
0
0

3
8
1
,
6
0
0

3
9
5
,
5
0
0

4
1
5
,
9
0
0

2
6
2
,
9
0
0

3
0
3
,
1
0
0

3
5
1
,
2
0
0

3
9
2
,
5
0
0

4
0
6
,
6
0
0

 
 
 
 
 
 
 

2
5
2
,
7
0
0

2
9
4
,
3
0
0

3
4
1
,
5
0
0

3
8
2
,
1
0
0

3
9
5
,
8
0
0

4
1
6
,
1
0
0

2
6
3
,
2
0
0

3
0
3
,
4
0
0

3
5
1
,
6
0
0

3
9
2
,
8
0
0

4
0
6
,
8
0
0

 
 
 
 
 
 
 

2
5
3
,
0
0
0

2
9
4
,
6
0
0

3
4
1
,
9
0
0

3
8
2
,
4
0
0

3
9
6
,
0
0
0

4
1
6
,
3
0
0

2
6
3
,
5
0
0

3
0
3
,
6
0
0

3
5
2
,
0
0
0

3
9
3
,
2
0
0

4
0
7
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 
 

2
5
3
,
3
0
0

2
9
4
,
8
0
0

3
4
2
,
3
0
0

3
8
2
,
8
0
0

3
9
6
,
2
0
0

4
1
6
,
5
0
0

2
6
3
,
8
0
0

3
0
3
,
9
0
0

3
5
2
,
5
0
0

3
9
3
,
7
0
0

4
0
7
,
3
0
0

 
 
 
 
 
 
 

2
5
3
,
6
0
0

2
9
5
,
1
0
0

3
4
2
,
8
0
0

3
8
3
,
3
0
0

3
9
6
,
5
0
0

4
1
6
,
7
0
0

2
6
4
,
1
0
0

3
0
4
,
1
0
0

3
5
3
,
0
0
0

3
9
4
,
1
0
0

4
0
7
,
6
0
0

 
 
 
 
 
 
 

2
5
3
,
9
0
0

2
9
5
,
3
0
0

3
4
3
,
3
0
0

3
8
3
,
7
0
0

3
9
6
,
8
0
0

4
1
6
,
9
0
0

2
6
4
,
4
0
0

3
0
4
,
4
0
0

3
5
3
,
5
0
0

3
9
4
,
5
0
0

4
0
7
,
8
0
0

 
 
 
 
 
 
 

2
5
4
,
2
0
0

2
9
5
,
6
0
0

3
4
3
,
8
0
0

3
8
4
,
1
0
0

3
9
7
,
0
0
0

4
1
7
,
1
0
0

2
6
4
,
7
0
0

3
0
4
,
6
0
0

3
5
3
,
8
0
0

3
9
4
,
9
0
0

4
0
8
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 
 

2
5
4
,
5
0
0

2
9
5
,
8
0
0

3
4
4
,
1
0
0

3
8
4
,
5
0
0

3
9
7
,
2
0
0

4
1
7
,
3
0
0

2
6
5
,
0
0
0

3
0
4
,
8
0
0

3
5
4
,
2
0
0

3
9
5
,
4
0
0

4
0
8
,
3
0
0

 
 
 
 
 
 
 

2
5
4
,
8
0
0

2
9
6
,
0
0
0

3
4
4
,
5
0
0

3
8
5
,
0
0
0

3
9
7
,
5
0
0

4
1
7
,
5
0
0

2
6
5
,
3
0
0

3
0
5
,
1
0
0

3
5
4
,
6
0
0

3
9
5
,
8
0
0

4
0
8
,
6
0
0

 
 
 
 
 
 
 

2
5
5
,
1
0
0

2
9
6
,
3
0
0

3
4
4
,
9
0
0

3
8
5
,
4
0
0

3
9
7
,
8
0
0

4
1
7
,
7
0
0

2
6
5
,
6
0
0

3
0
5
,
3
0
0

3
5
5
,
0
0
0

3
9
6
,
2
0
0

4
0
8
,
8
0
0

 
 
 
 
 
 
 

2
5
5
,
4
0
0

2
9
6
,
5
0
0

3
4
5
,
3
0
0

3
8
5
,
8
0
0

3
9
8
,
0
0
0

4
1
7
,
9
0
0

2
6
5
,
9
0
0

3
0
5
,
6
0
0

3
5
5
,
3
0
0

3
9
6
,
5
0
0

4
0
9
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 
 

2
5
5
,
7
0
0

2
9
6
,
8
0
0

3
4
5
,
6
0
0

3
8
6
,
1
0
0

3
9
8
,
2
0
0

4
1
8
,
1
0
0

2
6
6
,
2
0
0

3
0
5
,
8
0
0

3
5
5
,
7
0
0

3
9
6
,
8
0
0

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2
5
6
,
0
0
0

2
9
7
,
1
0
0

3
4
6
,
0
0
0

3
8
6
,
4
0
0

3
9
8
,
4
0
0

4
1
8
,
3
0
0

2
6
6
,
5
0
0

3
0
6
,
1
0
0

3
5
6
,
1
0
0

3
9
7
,
1
0
0

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2
5
6
,
3
0
0

2
9
7
,
4
0
0

3
4
6
,
4
0
0

3
8
6
,
7
0
0

3
9
8
,
6
0
0

4
1
8
,
5
0
0

2
6
6
,
8
0
0

3
0
6
,
4
0
0

3
5
6
,
5
0
0

3
9
7
,
4
0
0

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2
5
6
,
6
0
0

2
9
7
,
7
0
0

3
4
6
,
8
0
0

3
8
7
,
0
0
0

3
9
8
,
8
0
0

4
1
8
,
7
0
0

2
6
7
,
1
0
0

3
0
6
,
7
0
0

3
5
6
,
7
0
0

3
9
7
,
7
0
0

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2
5
6
,
9
0
0

2
9
8
,
0
0
0

3
4
7
,
0
0
0

3
8
7
,
3
0
0

3
9
9
,
0
0
0

4
1
8
,
9
0
0

2
6
7
,
4
0
0

3
0
7
,
0
0
0

3
5
7
,
1
0
0

3
9
8
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2
5
7
,
2
0
0

2
9
8
,
3
0
0

3
4
7
,
4
0
0

3
8
7
,
6
0
0

3
9
9
,
2
0
0

4
1
9
,
1
0
0

2
6
7
,
7
0
0

3
0
7
,
3
0
0

3
5
7
,
5
0
0

3
9
8
,
3
0
0

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2
5
7
,
5
0
0

2
9
8
,
6
0
0

3
4
7
,
8
0
0

3
8
7
,
9
0
0

3
9
9
,
4
0
0

4
1
9
,
3
0
0

2
6
8
,
0
0
0

3
0
7
,
6
0
0

3
5
7
,
9
0
0

3
9
8
,
6
0
0

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2
5
7
,
8
0
0

2
9
9
,
0
0
0

3
4
8
,
2
0
0

3
8
8
,
2
0
0

3
9
9
,
6
0
0

4
1
9
,
5
0
0

2
6
8
,
3
0
0

3
0
7
,
8
0
0

3
5
8
,
1
0
0

3
9
8
,
9
0
0

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2
5
8
,
1
0
0

2
9
9
,
2
0
0

3
4
8
,
4
0
0

3
8
8
,
5
0
0

3
9
9
,
8
0
0

4
1
9
,
7
0
0

3
0
8
,
0
0
0

3
5
8
,
4
0
0

3
9
9
,
2
0
0

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2
9
9
,
4
0
0

3
4
8
,
8
0
0

3
8
8
,
8
0
0

4
0
0
,
0
0
0

4
1
9
,
9
0
0

3
0
8
,
3
0
0

3
5
8
,
8
0
0

3
9
9
,
5
0
0

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2
9
9
,
7
0
0

3
4
9
,
2
0
0

3
8
9
,
1
0
0

4
0
0
,
2
0
0

4
2
0
,
1
0
0

3
0
8
,
7
0
0

3
5
9
,
1
0
0

3
9
9
,
8
0
0

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3
0
0
,
1
0
0

3
4
9
,
5
0
0

3
8
9
,
4
0
0

4
0
0
,
4
0
0

4
2
0
,
3
0
0

3
0
8
,
9
0
0

3
5
9
,
4
0
0

4
0
0
,
1
0
0

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3
0
0
,
3
0
0

3
4
9
,
8
0
0

3
8
9
,
7
0
0

4
0
0
,
6
0
0

4
2
0
,
5
0
0

3
0
9
,
2
0
0

3
5
9
,
8
0
0

4
0
0
,
4
0
0

 
 
 
 
 
 
 

3
0
0
,
6
0
0

3
5
0
,
2
0
0

3
9
0
,
0
0
0

4
0
0
,
8
0
0

3
0
9
,
5
0
0

3
6
0
,
2
0
0

4
0
0
,
7
0
0

 
 
 
 
 
 
 

3
0
1
,
0
0
0

3
5
0
,
6
0
0

3
9
0
,
3
0
0

4
0
1
,
0
0
0

3
0
9
,
9
0
0

3
6
0
,
6
0
0

4
0
1
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 
 

3
0
1
,
4
0
0

3
5
1
,
0
0
0

3
9
0
,
6
0
0

4
0
1
,
2
0
0

1
0
0

1
0
0

9
7

9
7

9
8

9
8

9
9

9
9

9
4

9
4

9
5

9
5

9
6

9
6

9
1

9
1

9
2

9
2

9
3

9
3

8
8

8
8

8
9

8
9

9
0

9
0

8
5

8
5

8
6

8
6

8
7

8
7

8
2

8
2

8
3

8
3

8
4

8
4

7
9

7
9

8
0

8
0

8
1

8
1

7
6

7
6

7
7

7
7

7
8

7
8

7
3

7
3

7
4

7
4

7
5

7
5

7
0

7
0

7
1

7
1

7
2

7
2

6
7

6
7

6
8

6
8

6
9

6
9

6
4

6
4

6
5

6
5

6
6

6
6

6
1

6
1

6
2

6
2

6
3

6
3

5
8

5
8

5
9

5
9

6
0

6
0

5
5

5
5

5
6

5
6

5
7

5
7

5
2

5
2

5
3

5
3

5
4

5
4

4
9

4
9

5
0

5
0

5
1

5
1

4
7

4
7

4
8

4
8

再 任 用 以 外 の 職 員

再 任 用 以 外 の 職 員

- 15 -



3
1
0
,
1
0
0

3
6
1
,
1
0
0

4
0
1
,
3
0
0

 
 
 
 
 
 
 

3
0
1
,
6
0
0

3
5
1
,
5
0
0

3
9
0
,
9
0
0

4
0
1
,
4
0
0

3
1
0
,
4
0
0

3
6
1
,
5
0
0

4
0
1
,
6
0
0

 
 
 
 
 
 
 

3
0
1
,
9
0
0

3
5
1
,
9
0
0

3
9
1
,
2
0
0

4
0
1
,
6
0
0

3
1
0
,
7
0
0

3
6
1
,
9
0
0

4
0
1
,
9
0
0

 
 
 
 
 
 
 

3
0
2
,
2
0
0

3
5
2
,
3
0
0

3
9
1
,
5
0
0

4
0
1
,
8
0
0

3
1
1
,
0
0
0

3
6
2
,
3
0
0

4
0
2
,
2
0
0

 
 
 
 
 
 
 

3
0
2
,
5
0
0

3
5
2
,
7
0
0

3
9
1
,
8
0
0

4
0
2
,
0
0
0

3
1
1
,
2
0
0

3
6
2
,
8
0
0

4
0
2
,
5
0
0

 
 
 
 
 
 
 

3
0
2
,
7
0
0

3
5
3
,
2
0
0

3
9
2
,
1
0
0

4
0
2
,
2
0
0

3
1
1
,
5
0
0

3
6
3
,
2
0
0

4
0
2
,
8
0
0

3
0
3
,
0
0
0

3
5
3
,
6
0
0

3
9
2
,
4
0
0

3
1
1
,
8
0
0

3
6
3
,
5
0
0

4
0
3
,
1
0
0

3
0
3
,
3
0
0

3
5
3
,
9
0
0

3
9
2
,
7
0
0

3
1
2
,
1
0
0

3
6
3
,
8
0
0

4
0
3
,
4
0
0

3
0
3
,
6
0
0

3
5
4
,
2
0
0

3
9
3
,
0
0
0

3
1
2
,
3
0
0

3
6
4
,
2
0
0

4
0
3
,
7
0
0

3
0
3
,
8
0
0

3
5
4
,
7
0
0

3
9
3
,
3
0
0

3
1
2
,
6
0
0

4
0
4
,
0
0
0

3
0
4
,
2
0
0

3
9
3
,
6
0
0

3
1
3
,
0
0
0

4
0
4
,
3
0
0

3
0
4
,
6
0
0

3
9
3
,
9
0
0

3
1
3
,
3
0
0

4
0
4
,
6
0
0

3
0
4
,
9
0
0

3
9
4
,
2
0
0

3
1
3
,
5
0
0

4
0
4
,
9
0
0

3
0
5
,
1
0
0

3
9
4
,
5
0
0

3
1
3
,
7
0
0

4
0
5
,
2
0
0

3
0
5
,
3
0
0

3
9
4
,
8
0
0

3
1
4
,
0
0
0

4
0
5
,
5
0
0

3
0
5
,
6
0
0

3
9
5
,
1
0
0

3
1
4
,
4
0
0

4
0
5
,
8
0
0

3
0
6
,
0
0
0

3
9
5
,
4
0
0

3
1
4
,
6
0
0

4
0
6
,
1
0
0

3
0
6
,
2
0
0

3
9
5
,
7
0
0

3
1
4
,
8
0
0

4
0
6
,
4
0
0

3
0
6
,
4
0
0

3
9
6
,
0
0
0

3
1
5
,
1
0
0

4
0
6
,
7
0
0

3
0
6
,
7
0
0

3
9
6
,
3
0
0

3
1
5
,
4
0
0

4
0
7
,
0
0
0

3
0
7
,
0
0
0

3
9
6
,
6
0
0

3
1
5
,
7
0
0

4
0
7
,
3
0
0

3
0
7
,
4
0
0

3
9
6
,
9
0
0

3
1
5
,
9
0
0

4
0
7
,
6
0
0

3
0
7
,
6
0
0

3
9
7
,
2
0
0

3
1
6
,
2
0
0

4
0
7
,
9
0
0

3
0
7
,
9
0
0

3
9
7
,
5
0
0

3
1
6
,
5
0
0

4
0
8
,
2
0
0

3
0
8
,
2
0
0

3
9
7
,
8
0
0

3
1
6
,
8
0
0

4
0
8
,
5
0
0

3
0
8
,
5
0
0

3
9
8
,
1
0
0

 
 
 
 
 
 
 

3
9
8
,
4
0
0

 
 
 
 
 
 
 

3
9
8
,
7
0
0

 
 
 
 
 
 
 

3
9
9
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 
 

3
9
9
,
3
0
0

 
 
 
 
 
 
 

3
9
9
,
6
0
0

 
 
 
 
 
 
 

3
9
9
,
9
0
0

 
 
 
 
 
 
 

4
0
0
,
2
0
0

 
 
 
 
 
 
 

4
0
0
,
5
0
0

 
 
 
 
 
 
 

4
0
0
,
8
0
0

再
任

用
職

員
2
0
0
,
3
0
0

2
2
7
,
8
0
0

2
6
9
,
5
0
0

2
9
0
,
1
0
0

3
0
5
,
7
0
0

3
3
1
,
9
0
0

再
任

用
職

員
1
9
2
,
0
0
0

2
1
9
,
5
0
0

2
6
0
,
0
0
0

2
7
9
,
7
0
0

2
9
4
,
9
0
0

3
2
0
,
6
0
0

 
 
 

1
4
2

 
 
 

1
3
9

 
 
 

1
4
0

 
 
 

1
4
1

 
 
 

1
3
6

 
 
 

1
3
7

 
 
 

1
3
8

 
 
 

1
3
3

 
 
 

1
3
4

 
 
 

1
3
5

 
 
 

1
3
0

 
 
 

1
3
1

 
 
 

1
3
2

 
 
 

1
2
7

 
 
 

1
2
8

 
 
 

1
2
9

1
2
4

1
2
4

1
2
5

1
2
5

 
 
 

1
2
6

1
2
1

1
2
1

1
2
2

1
2
2

1
2
3

1
2
3

1
1
8

1
1
8

1
1
9

1
1
9

1
2
0

1
2
0

1
1
5

1
1
5

1
1
6

1
1
6

1
1
7

1
1
7

1
1
2

1
1
2

1
1
3

1
1
3

1
1
4

1
1
4

1
0
9

1
0
9

1
1
0

1
1
0

1
1
1

1
1
1

1
0
6

1
0
6

1
0
7

1
0
7

1
0
8

1
0
8

1
0
3

1
0
3

1
0
4

1
0
4

1
0
5

1
0
5

1
0
1

1
0
1

1
0
2

1
0
2

- 16 -



江
差
町
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

※
第
１
条
に
よ
る
改
正
 

（
期
末
手
当
）
 

第
９
条
 
給
与
条
例
第
１
５
条
の
規
定
は
、
任
期
が
６
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ
ム
会

計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
１
０
０
分
の

１
２
５
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
７
０
」
と
、
「
１
０
０
分
の
１
２
７
．

５
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
７
２
．
５
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
・
３
 
（
略
）
 

 （
勤
勉
手
当
）
 

第
９
条
の
２
 
給
与
条
例
第
１
６
条
の
規
定
は
、
任
期
が
６
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ

 
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
１
０
０

 
分
の
１
０
５
」
と
あ
る
は
、
「
１
０
０
分
の
５
０
」
と
、
「
１
０
０
分
の
１
０

 
７
．
５
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
５
２
．
５
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

 
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

 ※
第
２
条
に
よ
る
改
正
 

（
期
末
手
当
）
 

第
９
条
 
給
与
条
例
第
１
５
条
の
規
定
は
、
任
期
が
６
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ
ム
会

計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
１
０
０
分
の

１
２
６
．
５
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
７
１
．
２
５
」
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
・
３
 
（
略
）
 

 

 （
期
末
手
当
）
 

第
９
条
 
給
与
条
例
第
１

５
条
の
規
定
は
、
任
期
が
６
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ
ム
会

計
年
度
任
用
職
員
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
１
０
０
分
の

１
２
５
」
と
あ
る
の
は

、
「
１
０
０
分
の
７
０
」
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

 （
勤
勉
手
当
）
 

第
９
条
の
２
 
給
与
条
例
第
１
６
条
の
規
定
は
、
任
期
が
６
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ

 
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
１
０
０

 
分
の
１
０
５
」
と
あ
る

は
、
「
１
０
０
分
の
５
０
」
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
読
み
替
え
る
も
の
と

 
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

  （
期
末
手
当
）
 

第
９
条
 
給
与
条
例
第
１
５
条
の
規
定
は
、
任
期
が
６
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ
ム
会

計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
１
０
０
分
の

１
２
５
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
７
０
」
と
、
「
１
０
０
分
の
１
２
７
．

５
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
７
２
．
５
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２
・
３
 
（
略
）
 

 

- 17 -

shuusuke.miyatsu
テキストボックス
資料5



江
差
町
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
勤
勉
手
当
）
 

第
９
条
の
２
 
給
与
条
例
第
１
６
条
の
規
定
は
、
任
期
が
６
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ

 
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
１
０
０

 
分
の
５
２
．
５
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
５
１
．
２
５
」
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と

 
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

  
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
２
条
の
規
定
は
、
令

和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

             

（
勤
勉
手
当
）
 

第
９
条
の
２
 
給
与
条
例

第
１
６
条
の
規
定
は
、
任
期
が
６
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ

 
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
１
０
０

 
分
の
１
０
５
」
と
あ
る
は
、
「
１
０
０
分
の
５
０
」
と
、
「
１
０
０
分
の
１
０

 
７
．
５
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
５
２
．
５
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

 
す
る
。
 

２
 
（
略
）
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チャイルドシート等貸出事業 資料 

 

年度 令和７年度  

担当課係名 総務課防災生活係 事業年度 令和７年度 

事業名 チャイルドシート等貸出事業 

予算区分 一般会計 予算科目 総務費・総務管理費・交通安全対策費 

◆事業の概要（施設の概要、計画など） 

 日本生命保険相互会社からの企業版ふるさと納税を活用し、交通事故被害防止のために貸出を行って

いるチャイルドシート等の更新整備を行い、一層の交通安全意識高揚を図ることを目的とする。 

 

【事業期間】 

 令和７年１１月～令和８年３月 

 

【事業概要】 

 貸出用チャイルドシート等の整備（５台） 

 ①チャイルドシート １台（０歳～１２歳） 

 ②ジュニアシート  ３台（２WAY 仕様 ３歳～１２歳） 

 ③ブースターシート １台（７歳～１２歳） 

 

◆事業費 １０６千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸出用チャイルドシート等 
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